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菅
義
偉
首
相
は
、
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を

全
体
と
し
て
ゼ
ロ
に
す
る
、
す
な
わ
ち
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
目
指
す
と
宣
言
し

た
。
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
は
、
我
が
国
が
宣
言
す
る
ま
で
に
既
に
百
二
十
を
超
え
る
国
と
地
域
が
合
意
し
て

お
り
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
一
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
パ
リ
協
定
に
沿
っ
て
、
各
国
・
地
域
で
は
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
に
向
け
た
法
案
の
可
決
、
及
び
実
施
計
画
の
と
り
ま
と
め
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
年
率
一
・
七
％
の
経
済
成
長
と
徹
底
し
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
以
下
、
「
省
エ
ネ
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
よ
り
、

二
〇
三
〇
年
度
の
国
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
を
原
油
換
算
で
三
・
二
六
億
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
。
二
〇
五

〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
達
成
す
る
に
は
、
二
〇
五
〇
年
度
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
を
原
油
換
算
で
ど
の
程
度
に
す
る

必
要
が
あ
る
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

二 

二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
た
財
源
に
つ
い
て 

 

１ 

令
和
二
年
十
一
月
六
日
の
成
長
戦
略
会
議
に
お
い
て
、
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た
グ
リ
ー
ン
成



 

２ 

 

長
戦
略
に
関
す
る
論
点
が
示
さ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
投
資
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
税
制
が
論
点
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
減
税
を

行
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
財
源
は
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

 

２ 

日
本
は
本
格
的
な
炭
素
税
が
導
入
さ
れ
て
い
る
諸
外
国
と
比
較
し
、
脱
炭
素
社
会
に
向
け
た
課
税
に
つ
い
て
低
い
水
準

に
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
中
央
環
境
審
議
会
に
お
い
て
炭
素
税
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
ま
で
に

地
球
温
暖
化
対
策
税
を
抜
本
的
に
見
直
し
欧
州
並
み
の
本
格
的
な
炭
素
税
を
導
入
す
れ
ば
二
〇
五
〇
年
の
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
を
達
成
で
き
る
か
。
ま
た
は
、
欧
州
並
み
の
本
格
的
な
炭
素
税
を
導
入
せ
ず
に
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
を
達
成
で
き
る
と
見
込
ん
で
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

建
築
物
の
省
エ
ネ
等
の
推
進
に
つ
い
て 

 

１ 

現
在
、
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
等
に
基
づ
く
二
〇
三
〇
年
度
の
中
期
目
標
等
の
達
成
に
向
け
、
新
築
の
建
築
物
及
び
住

宅
に
係
る
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
削
減
量
は
、
石
油
換
算
で
約
六
百
五
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
、
省
エ
ネ
に
よ
る
削
減
量

全
体
の
十
二
・
八
％
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
が
目
標
と
な
れ
ば
、
こ
の
二
〇
三
〇
年
度

の
削
減
目
標
は
変
わ
り
う
る
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
新
築
の
建
築
物
及
び
住
宅
に
係
る
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

の
削
減
量
に
つ
い
て
、
現
状
の
ま
ま
で
は
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
は
困
難
と
考
え
る
が
、
達
成
に



 

３ 

 

必
要
と
な
る
削
減
量
は
ど
れ
ほ
ど
と
試
算
さ
れ
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 
政
府
は
家
庭
部
門
及
び
業
務
部
門
の
省
エ
ネ
対
策
と
し
て
住
宅
及
び
建
築
物
の
省
エ
ネ
化
を
掲
げ
て
い
る
。
住
宅
及
び

建
築
物
の
省
エ
ネ
の
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
「
省
エ
ネ
法
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
建
材
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
（
サ
ッ
シ
、
ガ
ラ
ス
及
び
断
熱
材
）
を
活
用
す
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
行
の
断
熱
基
準
値
が
海
外
と
比
較
し
て
緩
い
ま
ま
で
あ
る
。
建
材
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
制
度
の
目
標
性
能

は
、
先
行
す
る
諸
外
国
で
流
通
す
る
建
材
の
断
熱
性
能
を
参
考
と
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
上
回
る
水
準
に
設
定
す
る
の

が
適
切
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 
 

ま
た
、
現
在
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
省
エ
ネ
基
準
の
ま
ま
で
二
〇
五
〇

年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
達
成
で
き
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

建
築
物
の
省
エ
ネ
基
準
は
一
部
強
化
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
住
宅
の
断
熱
性
及
び
日
射
遮
蔽
性
の
省
エ
ネ
基
準
は
平
成

十
一
年
基
準
と
同
等
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
他
国
の
省
エ
ネ
基
準
の
強
化
の
流
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
現
在

の
省
エ
ネ
基
準
に
よ
っ
て
着
工
さ
れ
る
家
庭
部
門
及
び
業
務
部
門
の
建
築
物
は
、
そ
の
平
均
使
用
年
数
を
考
慮
す
る
と
二

〇
五
〇
年
時
点
で
も
使
用
さ
れ
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
が
長
期
的
に
続
く
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
低
い
省
エ
ネ
基
準



 

４ 

 

は
、
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
達
成
の
阻
害
要
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

４ 

住
宅
及
び
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
小
規
模
建
築
物
に
関
し
て
、
省
エ
ネ
基
準
の
適
合
は
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
の
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
答
申
に
お
い
て
、
適
合
義
務
制
度

の
対
象
と
し
た
場
合
、
市
場
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
懸
念
が
あ
る
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行

す
る
諸
外
国
で
は
規
模
等
に
か
か
わ
ら
ず
省
エ
ネ
基
準
の
適
合
義
務
が
徹
底
さ
れ
、
規
制
基
準
に
沿
っ
た
建
材
が
多
く
流

通
し
て
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
適
合
義
務
化
に
よ
り
建
材
費
用
の
低
廉
化
及
び
省
エ

ネ
技
術
の
習
熟
に
も
資
す
る
と
考
え
る
。
建
築
物
の
省
エ
ネ
基
準
の
適
合
義
務
対
象
の
拡
大
が
な
い
ま
ま
で
、
二
〇
五
〇

年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
達
成
で
き
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

５ 

こ
れ
ま
で
も
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た
住
宅
の
整
備
を
支
援
す
る
補
助
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
省
エ
ネ
基
準
を
満
た
す
住

宅
ス
ト
ッ
ク
の
割
合
は
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
十
一
％
に
と
ど
ま
る
。
現
状
の
補
助
制
度
の
ま
ま
で
、
「
住
生
活
基
本

計
画
（
全
国
計
画
）
」
（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
掲
げ
ら
れ
た
令
和
七
年
度
の
目
標
で
あ
る
省
エ
ネ

基
準
を
満
た
す
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
割
合
二
十
％
は
達
成
可
能
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 



 

５ 

 

 
６ 

「
パ
リ
協
定
に
基
づ
く
成
長
戦
略
と
し
て
の
長
期
戦
略
」
（
令
和
元
年
六
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
、
新
築

の
住
宅
・
建
築
物
に
つ
い
て
、
二
〇
三
〇
年
度
ま
で
に
Ｚ
Ｅ
Ｂ
及
び
Ｚ
Ｅ
Ｈ
を
実
現
す
る
と
あ
る
。
そ
の
推
進
の
た
め
省

エ
ネ
対
策
へ
の
支
援
強
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
状
の
補
助
制
度
及
び
税
負
担
軽
減
措
置
の
ま
ま
で
、
二
〇
三
〇
年

度
の
目
標
の
実
現
は
可
能
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

７ 

Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
で
は
、
一
定
の
期
間
を
通
じ
て
最
小
費
用
を
導
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
水
準
を
意
味
す
る
費
用
最
適

水
準
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
費
用
最
適
水
準
と
は
、
省
エ
ネ
性
能
追
及
に
伴
う
コ
ス
ト
増
を
含
む
建
築
物

の
建
築
費
用
等
、
解
体
費
用
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
が
も
た
ら
す
環
境
負
荷
に
係
る
費
用
に
、
省
エ
ネ
性
能
を
反
映
し

た
維
持
管
理
費
を
加
え
て
算
出
し
た
包
括
的
費
用
を
最
適
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
は
、
新
規
及
び
既
存
の

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
最
小
要
件
（
い
わ
ゆ
る
最
低
限
の
基
準
）
に
つ
い
て
、
こ
の
費
用
最
適
水
準
を
踏
ま
え
て

設
定
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
日
本
に
は
こ
の
よ
う
な
費
用
最
適
水
準
に
相
当
す
る
基
準

は
存
在
す
る
か
。
ま
た
、
こ
の
費
用
対
効
果
を
最
大
化
さ
せ
る
費
用
最
適
水
準
の
考
え
方
を
参
考
に
用
い
れ
ば
、
早
期
に

建
築
物
に
関
す
る
省
エ
ネ
基
準
を
見
直
せ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

政
府
は
「
未
来
投
資
戦
略
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
次
世



 

６ 

 

代
自
動
車
の
新
車
販
売
に
占
め
る
割
合
を
五
か
ら
七
割
に
す
る
と
定
め
て
い
る
。
一
方
、
先
行
す
る
諸
外
国
で
は
、
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
に
向
け
、
目
標
年
次
を
定
め
ガ
ソ
リ
ン
車
及
び
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
等
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
自
動
車

の
販
売
を
禁
止
す
る
。
我
が
国
は
現
在
の
次
世
代
自
動
車
に
係
る
目
標
の
ま
ま
で
、
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

は
達
成
で
き
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 

ま
た
、
次
世
代
自
動
車
に
お
け
る
内
燃
機
関
を
利
用
す
る
車
両
の
扱
い
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

を
大
き
く
抑
制
で
き
る
と
と
も
に
、
自
動
車
関
連
産
業
の
構
造
改
革
及
び
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
諸
外
国
の

事
例
を
踏
ま
え
た
次
世
代
自
動
車
の
区
分
及
び
普
及
目
標
値
の
再
検
討
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


